
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

期間の定めがある有期雇用社員に、「更新するのは〇回まで」または「契約するのは〇年

まで」とする上限がある場合、令和 6 年 4 月 1 日以降に締結される有期雇用契約から、そ

の内容の書面明示が必要になります。 

記載例 令和 6 年 4 月 1 日以降に締結 

Q：契約当初から更新上限が定められていた場合、契約の当初から数えた回数を書くのでし

ょうか？それとも残りの契約更新回数を書くのでしょうか？また通算契約期間の上限につ

いてはどうでしょうか？ 

A：上記の労働条件通知書の記載例に限らず、労働者と使用者の認識が一致するような明示 

となっていれば差し支えありません。なお労働者・使用者間での混乱を避ける観点からは、 

契約の当初から数えた更新回数または通算契約期間の上限を明示し、その上で、現在が 

何回目の契約更新であるか等を併せて示すことが考えられます。 

契約締結当初だけではなく更新ごとに書面明示が必要です。 

４ 5 

対象者となる労働者は、パート、アルバイト、契約社員、派遣労働者、定年後再雇用され

た労働者などの、期間の定めがある有期雇用社員です。 

 
 

 

 
●労働条件明示のルールが変更になります。【令和 6 年 4 月から】 

当事務所で「ひな型」をご用意しておりますので、詳しくは担当までご相談ください。 

 

●障害者の法定雇用率が引き上げられます。【令和 6 年 4 月から】 

 

 

 

 

 

 

●産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。【令和６年１月から】 

  対象者：国民健康保険被保険者で出産（予定日）が令和５年１１月１日以降の方 

  軽減対象の保険税：出産される方の産前産後期間の所得割額及び均等割額 

  軽減期間：出産予定日又は出産日の属する月の前月から４か月間 

 （多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の３か月前から６か月間） 

 

1年 1年 1年 1年

更新上限の短縮とは・・・ 

例えば、契約社員について、「更新するのは 4 回まで」と定めていましたが、「更新するの

は 3 回まで」と契約の途中で短縮をすることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪筆者：黒澤≫ 

更新上限の新設とは・・・ 

例えば、契約社員について、「更新するのは〇回まで」または「契約するのは〇年まで」

とする上限を定めていませんでしたが、「契約するのは 5 年まで」と新たな上限を契約の途

中で定めることです。 

更新上限を 3 回と定める 

更新 

更新上限を短縮

する理由
．．

を説明 

更新 更新 

令和 6 年 4 月からは、更新上限を新設・短縮する場合、あらかじめその理由を説明しな

ければなりません。あらかじめとは、更新上限を新設・短縮する前のタイミングです。 

※更新上限の新設・短縮をご検討される際は、担当までご相談ください。 

 

更新の上限は 4

回まででしたが、

予定外の事業の縮

小により 3 回ま

でとなります。 

更新 


